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≪お問い合わせ先≫

ＱＲコードはこちら

国道47号の新庄市本合海地内の本合海高架橋において、橋梁の寿命を延ばし、安全性を確保するための橋梁

補修工事を行っております。終日片側交互通行となりますので、通行される際は交通規制で停車している車への

追突に十分気を付けていただきますようお願いいたします。

ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

（※詳しい内容は下記のQRコードを読み取り、新庄国道維持出張所のホームページより「工事規制」をご覧下さい。）

令和 ７ 年 ６ 月 ６ 日

事故や故障等、危険を防止するためやむを得ない場合以外、自動車専用道路の路肩に車を停め

る行為は道路交通法により「駐停車違反」になります。

特に見うけられる行為として、春先には路肩に車を停めて法面で山菜を採る、冬期間ではタイヤ

にチェーンをまく、また車を停車させ携帯電話で通話している、などがあります。これらの行為は

大きな事故に繋がりかねない大変危険な行為となります。

▼ 令和7年5月22日(木) 本合海高架橋の様子 ▼

新庄国道維持出張所管内の
工事による交通規制にご協力ください。

打音検査

コンクリートの健全性を確認する方法のひと

つで、コンクリートの表面を専用の点検ハン

マーで打撃し、発生する音の違いから健全性

を判断します。

○新庄市大字本合海地内（本合海高架橋）
5月12日(月)～12月19日(金)

※今後の気象状況等により変更する場合があります

コンクリートが劣化している箇所を除去し、
新たなコンクリートで補修することで、強度
や長期の耐久性が保たれます。

コンクリート補修後は、その上にアス
ファルト舗装を施し工事完了となり
ます。
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※高い音は健全、低く鈍った

ような音は劣化していると

判断していきます。

走行の妨げとなるような

危険な行為はやめましょう！


